
６　（１）　第２期東御市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況及び令和５年度の取組内容について

【達成度：実績値/量の見込み】

【進捗状況（評価）　　Ａ：計画以上に進んでいる　Ｂ：計画どおりに進んでいる　Ｃ：計画から遅れている　Ｄ：実施していない】

基本理念　Ⅰ　子どもも大人も輝き、人と文化を育むまち
基本目標　１　安心して子どもを産み育てられるまちを目指す
基本施策　１　子育て家庭への細やかな支援の充実

R2年度 R3年度 R4年度

一般型
（実施か所数）

1 1 1

実績値
（実施か所数）

1 1 1

達成度 100% 100% 100%

母子保健型
（実施か所数）

1 1 1

実績値
（実施か所数）

1 1 1

達成度 100% 100% 100%

量の見込み
（延人）

17,900 17,950 18,050

実績値
（人）

9,219 9,977 11,192

達成度 52% 56% 62%

量の見込み
（人）

46 46 46

実績値
（人）

0 0 0

達成度 0% 0% 0%

－ － － －

－ － － －

量の見込みと実績（確保策）の状況
No

項目・施策の展開
（第４章７（48～60頁））

具体的な取り組み
分野別施策

（第4章（36～47頁））
令和４年度の実績

令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

利用者支援事業

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情
報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整などを実施する
事業です。本市においては、東部子育て支援センターでの一般型利用者支援事業と保健セ
ンターでの母子保健型利用者支援事業を継続して実施しました。

地域子育て支援拠点事業

・乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報
の提供、助言その他の援助を行う事業です。本市では、東部子育て支援センター「すくすく
広場」、北御牧子育て支援センター「みまき未来館」の運営に該当する事業で継続して実施
しました。
・『新型コロナウイルス感染症にかかる子育て支援センター対応基準』を作成し、子育て支
援センターの利用は感染警戒レベルに応じて、予約制・人数制限・利用時間の制限を設け
ました。
・令和４年度の子育て支援センター利用者は11,192名です。

【具体的な取組】
・リズム遊び…実施回数：４回（前年度８回）、参加者数：８８人（対前年度比：５９％）
・おはなし絵本…実施回数：３回（前年度６回）、参加者数：５６人（対前年度比：４７％）
・親子運動遊び…実施回数：３回（前年度７回）、参加者数：８９人（対前年度比：４４％）
・育児座談会…実施回数：４回（前年度８回）、参加者数：５５人（対前年度比：４９％）
・すくすく相談…実施回数：３回（前年度６回）、参加者数：４６人（対前年度比：５４％）
・初めてのあかちゃんひろば…実施回数：１１回（前年度７回）、参加者数：８９人（対前年度
比：１２２％）
・1歳のお誕生会…実施回数：５回（前年度３回）、参加者数：６２人（対前年度比：１２７％）
・あそびのひろば…実施回数：５回（前年度４回）、参加者数：５４人（対前年度比：１００％）
・発達支援事業…実施回数：１２回（前年度10回）、参加者数：１７６人（対前年度比：２３５％）
・NP講座参加者…0人（前年度：５人）

2
世代を超えた子育て支
援体制の推進

中高校生や子育て世代
などとの交流の場を創
出し、世代を超えた子
育て支援体制を推進し
ます。また子育てしやす
い地域づくりについて、
市民や地域、企業等と
ともに学び、考える機会
を設けます。

子育て援助活動支援事業
（就学児対象のファミリー・
サポート・センター事業）

・実施しておりませんが、過去の子育て支援サポーター修了者に対してアンケートを実施し、
実際の活動状況と必要な支援について調査を行いました。

D

・地域全体で子どもや子育て家庭をを見守り、支えていくため
に、子育て支援サポーター養成講座の修了者を中心とする地域
人材が新たな“担い手”となって活動する「見守り支援員」制度の
創設に取り組みます。
・「身近なところでいつでも気軽に親子で集える場所」のニーズが
高いことを踏まえ、サテライト化の推進を図ります。サテライト化
にあたっては保育園併設型の仕組みづくりを検討し、方向づけ
ます。

【具体的な取組（目標値）】
ぽけっとひろば…実施回数：５５回、参加者数：４２０人－

・子育て支援センターの職員が各地区の公民館等に出向き、親子ふれあい遊びや情報交
換、遊びの提供、育児相談などをして地域の親子が交流する「ぽけっとひろば」を開催しまし
た。
・実施回数：１９回（前年度３７回）、参加者数：１９５人（対前年度比：４１％）

・中高生等の世代を超えた交流の場は実施していません。

3 自然活動体験の充実

東御の豊かな自然環境
の中で、親子で外遊び
や里山活動を楽しみ、
様々な体験を通じて子
どもの元気な育ちを応
援します。

－

・各行事も感染警戒レベルに応じて行い、野外での活動は人数制限を行わず実施すること
ができました。

【具体的な取組】
・たんけんひろば…実施回数：１回（前年度４回）、参加者数：４０人（対前年度比：３４％）
・こうえんひろば…実施回数：５回（前年度４回）、参加者数：１３４人（対前年度比：１４９％）

B

・「東御の子どもの元気な育ちを支える事業」として、引き続き
（公財）身体教育医学研究所へ委託して実施します。

【具体的な取組（目標値）】
・たんけんひろば…実施回数：３回、参加者数：７０人
・こうえんひろば…実施回数：１０回、参加者数：１６０人

1
愛着形成の支援と孤立
化予防

母子の愛着形成の支援
や児童虐待を予防する
ため、妊娠期及び乳児
期早期を対象とした教
室や相談事業等を開催
します。

B

・子育て支援センターにおける事業については、利用対象者及
び利用者実績を分析するとともに、利用者の声をアンケートによ
り収集し、よりニーズの高い事業への取り組みを強化します。

・愛着形成の支援と孤立化予防のため、より必要性の高い対象
者に対し事業が実施できるよう、関係各課と連携したうえで、支
援の必要な対象者に利用してもらえる仕組みづくりを進めます。

・妊娠から出生、乳幼児期、就園、就学域等のライフサイクルに
おける早期予防的対応の必要性を関係者で認識できるように、
連携会議を立ち上げます。

【具体的な取組（目標値）】
・リズム遊び…実施回数：１１回、参加者数：２２０人
・おはなし絵本…実施回数：１０回、参加者数：１５０人
・親子運動遊び…実施回数：２回、参加者数：６０人
・育児座談会…実施回数：１１回、参加者数：２００人
・すくすく相談…実施回数：１０回、参加者数：１８０人
・初めてのあかちゃんひろば…実施回数：１２回、参加者数：１５
０人
・1歳のお誕生会…実施回数：６回、参加者数：１２０人
・あそびのひろば…実施回数：６回、参加者数：８０人
・発達支援事業…実施回数：１２回、参加者数：３６０人
・NP講座…実施回数：６回、参加者数：５人
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資料１

1



量の見込み
（人回）

50 50 50

実績値
（人回）

28 38 34

達成度 56% 76% 68%

量の見込み
（延人）

10 10 10

実績値
（人）

12 9 6

達成度 120% 90% 60%

－ － － － －
・育児不安や悩みを抱えている方に個別相談等を実施し、保健係と連携して支援することが
できました。

－ － － －

－ － － －

－ － － －

養育支援訪問事業

要支援児童、特定妊婦、要保護児童など、養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者
の育児、家事等の養育能力を向上させるための支援（相談支援、育児・家事援助など）を行
う事業です。本市では、配慮や経過の見守りが必要な児童や家庭に対し、保健師や家庭児
童相談員の訪問指導などを実施し、また、家事の援助が必要な家庭に対しヘルパーの委託
訪問を実施しています。関係機関との連携を図りながら継続して実施しました。

子育て短期支援事業

保護者の疾病等の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児
童について、児童養護施設等に入所させ必要な保護を行う事業で、継続して実施しました。
短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）
の実施については、必要に応じて対応します。

5 情報発信の充実
子育て応援ポータルサ
イト等により適切に情報
発信を行います。

－

・より見やすいサイトに更新するため、すくすくポケットの改修更新を行い、新たにLINE相談
ができるよう整備しました。
・新型コロナウイルス感染症予防のため、外出制限がかかる中においても、すくすくぽけっと
（すくすくぽけっとチャンネル）に手遊びやふれあい遊びの動画を掲載して、自宅でも一緒に
親子が遊べるようにしました。
・行事案内や実施した行事の様子も「すくすくぽけっと」によりお知らせしました。
すくすくぽけっと閲覧ページビュー数　（ページビュー数：141,682　 セッション：101,100   ユー
ザー:485,990）

A

・すくすくポケットの閲覧数や、LINE登録者数の増加につながる
よう、子育て・子育ちに関する有益な情報をプッシュ型で配信す
るとともに、子育て・子育ち支援情報の市報への掲載を強化しま
す。
・子育てアプリ「母子モ」の普及促進に合わせ、乳幼児健診の機
会を捉えた登録勧奨に取り組みます。

6 就労に関する相談
就労に係る相談等がで
きる機会を設けます。

－
・県就労相談は５月から東部子育て支援センターでは３回、北御牧子育て支援センターは７
月から２回実施しました。

B
・引き続き県の就労相談に取り組むとともに、働きづらさを抱え
ている保護者に対しては「まいさぽ東御」（東御市社会福祉協議
会）と連携して、就労相談の機会を設けていきます。

7

妊娠期から概ね18歳ま
での子育て家庭への包
括的かつ継続的な支援
の実施

東御市に居住する出生
から概ね18歳までのラ
イフステージにおいて、
「子どもの自立」を目指
した支援及び「子育て
家庭への包括的かつ継
続的な支援」を実施しま
す。

－

・令和4年4月1日、子どもとその家庭に関する包括的な相談業務と要保護児童対策地域協
議会に関する業務を担う「子ども家庭総合支援拠点」の設置と子どもや家庭が抱える様々
複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、年齢の壁を克服した切れ目ない包括
的な支援に取り組む「子どもサポートセンター」を開設しました。
【資料１-１、1-２参照】

A

・年々増加する子どもと家庭の様々な課題に対応するため、「子
ども家庭総合支援拠点」（児童福祉）と「子育て世代包括支援セ
ンター」（母子保健）の機能の一体化に取り組むとともに、専門職
を増員して伴走型の支援体制を強化します。
・子どもや子育て家庭の様々な課題については、引き続き縦割
りを排した子どもサポートセンター幹事会において連携し、チー
ム支援に取り組みます。
【資料1－２別紙参照】

4 個別支援の充実

支援が必要な家庭につ
いて、個別に相談に対
応し、必要な支援を行
います。また他機関との
連携により、総合的か
つ継続的に支援しま
す。

C

・改正児童福祉法（R6.4.1施行）により、養育支援訪問事業は相
談支援サービスになるため、新たに家事・育児の支援サービス
を提供する「子育て世帯訪問支援事業」を広く子育て世帯へ周
知するとともに、アウトリーチによる利用勧奨を強化します。

・サービス業者側の供給が間に合わず必要なサービスが必要な
タイミングで利用できないことが増えているため、サービス業者
の開拓や、別メニューでの支援策を検討します。

【具体的な取組】
・子育て世帯訪問支援事業…【資料1-2参照】
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基本理念　Ⅰ　子どもも大人も輝き、人と文化を育むまち
基本目標　１　安心して子どもを産み育てられるまちを目指す
基本施策　２　より豊かな幼児教育・保育の実践

R2年度 R3年度 R4年度

量の見込み

実績値

達成度

量の見込み

実績値

達成度

量の見込み
（人）

800 800 800

実績値
（人）

517 480 443

達成度 65% 60% 55%

量の見込み
（人）

50 50 50

実績値
（人）

0 3 15

達成度 0% 6% 30%

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

量の見込みと実績（確保策）の状況
No

項目・施策の展開
（第４章７（48～60頁））

具体的な取り組み
分野別施策

（第4章（36～47頁））
令和４年度の実績

令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

教育・保育給付事業 【資料１-３参照】
幼児教育・保育のニーズに係る施設型給付及び地域型保育給付については、特に保育が
必要なニーズについては待機児童を発生させることなく、保育サービスを提供しました。

預かり保育事業 【資料１-３参照】

未就園児の保護者の急な要件により保育が一時的に困難となった乳児又は幼児につい
て、保育所その他の場所において、一時的な預かりを行う事業です。市内６保育園では未
就園児を対象に、くるみ幼稚園では１号認定を受けた在園児を対象に継続して実施してい
ます。令和４年度は、くるみ幼稚園の未就園児を対象とした一時預かりの実績はありません
でした。

延長保育事業
保育所及び認定こども園（２号）利用者を対象に、保育認定時間外に保育を希望する場合に
提供する事業で、本市では６か所の保育園及び１か所の認定こども園で実施しています。

病児保育事業（病児・病後
児保育）

病児・病後児保育事業は、病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを、医療機関
や保育所の付設の専用スペースなどで一時的に預かる事業で、本市では２か所で継続して
実施しています。
令和４年度本事業の利用は15件でした。新型コロナウイルス感染症の影響によるものと思
われます。

実費徴収に係る補足給付
を行う事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべ
き日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参
加に要する費用等を助成する事業です。
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始され、本市においては新制度未移行幼
稚園の保護者に対し、副食費の補助（第２子半額、第３子以降全額、ただし上限額の設定あ
り）を実施しています。
      　【令和４年実績　支払い実人数４名　２施設】

－

・季節の行事、大切な取組みは、実施内容の検討や感染対策を十分に行ったうえで実施し
ました。
・特別保育（延長、休日、一時保育など）は、利用者のニーズに合わせ実施しました。
・食育は衛生面に気を付け、園ごとに工夫をして季節等に応じた取り組みを実施しました。
・職員研修を行う際、リモートや動画配信を活用するなど、感染予防に努めながら実施しまし
た。

2 運動遊びの充実

運動遊びの対象年齢を
拡大し、心身ともに健や
かな子どもの成長を支
援します。

－

・運動あそびや信州型自然保育は、園児の体調に配慮しながら実施しました。具体的には、
年長園児が野外体験を行い、どんぐりひろい、水遊びをするなど、子どもの成長に資する活
動を実施しました。
・地域の方との人的な交流は、感染予防対策を行ったうえで実施できる内容を検討し、屋外
において参加できる人数も抑えながら実施しました。

B
・運動あそびや信州型自然保育を活用し、心身ともに健やかな
子どもの成長を支援します。年長児は「探検の日」の活動で、自
然に触れあう機会を設けます。

3
療育支援と発達特性に
対する知識の普及

発達特性の早期発見と
発達段階に応じた療育
支援の充実、発達特性
への正しい知識の普及
推進を図ります。

－

・年度内に５歳となる市内の子どもを対象に発達相談事業を行いました。就園児は園での集
団生活における児の発達特性を観察し、必要に応じて発達相談・発達検査を行いました。そ
の結果を受け、園と家庭で課題を共有し、必要な支援の実施に繋げました。
・令和４年度実績　233名　

・「発達支援の日常化」のため、子育て支援センターの日常的な利用を促すことや、療育専
門保育士の定例相談日（月１回）を設けるなど、子どもの発達支援事業「ひまわりっこ」を実
施しました。
・令和４年度実績　延べ　14組　176名　

B

・1歳6か月児からの早期段階で、困り感を訴える保護者に対し
ての教室「すくすくハッピー」を実施し、発達課題に関する保護者
の気づきを支援します。
・子どもの発達支援事業「ひまわりっこ」を継続的に取り組むとと
もに、ニーズの増加に対応していきます。
・5歳児発達相談事業を継続的に実施します。
・子ども発達支援については、健康保健課と連携して乳児健診
の機会を捉えて子どもの発達状況や保護者の課題を把握し、適
切な支援につなげます。
・毎月の広報にて子どもサポートセンター記事を掲載し、周知を
図ります。

子
ど
も
家
庭
支
援
課

1 教育・保育環境の整備

保育サービスの充実
と、安全で良好な幼児
教育・保育環境の整備
を進めます。

B

・待機児童を発生させないよう保育サービスの確保に努めます。

・特別保育（一時預かり・預かり保育・延長保育・病児保育・休日
保育）は、利用者のニーズに合わせ実施します。

・食育事業は、年に数回、給食提供前に旬の食材について保育
士が園児へ説明し、実際に食材に触れながら理解を深めていき
ます。また、食育に関する行事も感染症対策をしたうえで実施予
定です。

・職員研修の計画・実施をし、資質向上を図ります。

保
育
課
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基本理念　Ⅰ　子どもも大人も輝き、人と文化を育むまち
基本目標　１　安心して子どもを産み育てられるまちを目指す
基本施策　３　安心して子育てできる環境づくり

R2年度 R3年度 R4年度

－ － － －

基本理念　Ⅰ　子どもも大人も輝き、人と文化を育むまち
基本目標　２　心豊かにたくましく生きる子が育つまちを目指す
基本施策　１　安心・安全な子どもの居場所づくりと教育環境の整備

R2年度 R3年度 R4年度

量の見込み
（人）

299 311 315

実績値
（人）

277 287 261

達成度 93% 92% 83%

量の見込みと実績（確保策）の状況

量の見込みと実績（確保策）の状況

No
項目・施策の展開

（第４章７（48～60頁））
具体的な取り組み

分野別施策
（第4章（36～47頁））

令和４年度の実績
令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

1
交通安全・防犯意識の
向上

交通安全教室や防犯教
室の実施、通学路の安
全確保を図ります。

－

・交通安全教室は、感染予防に努めながら実施しました。

・園児が行く「お散歩コース」の途中に危険な箇所がないか、保育士が事前に確認をしまし
た。また、職員会において、より安全なルートの確保について検討を行っています。

B
・交通安全教室や防犯教室を実施し、園児の意識向上を図りま
す。

No
項目・施策の展開

（第４章７（48～60頁））
具体的な取り組み

分野別施策
（第4章（36～47頁））

令和４年度の実績
令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

1 子どもの放課後活動

①児童館と放課後児童
クラブの充実を図り、子
どもが子どもらしく主体
的に過ごす時間を創出
します。

②地域との連携を深
め、異年齢や地域住民
との交流活動を推進し
ます。

③保護者のニーズを捉
え、子どもの放課後の
環境改善を進めます。
老朽化した和児童館の
移転新築事業を令和３
年度以降に実施し、新
施設に放課後児童クラ
ブを併設させ、環境改
善と利便性の向上を図
ります。

放課後児童健全育成事業

保護者が就労等により、日中家庭において適切な育成を受けられない児童を対象に、適切
な遊びや生活の場を提供し、健全育成を図る事業です。本市では、平成27年度より高学年
の受け入れをしており、継続して実施しています。

①児童館及び放課後児童クラブについては、新型コロナ感染症拡大防止のため、施設内の
消毒や換気を徹底し、感染予防対策を行い運営しました。
・令和４年度児童館の利用人数
　延べ46,114人
・令和４年度児童クラブの利用人数
　延べ43,942人

②異年齢間の交流活動として、令和元年度から実施している放課後子ども教室「げんき塾」
は、東御清翔高校ボランティア部の生徒、主任児童委員、子ども会育成会など地域の方の
協力を得て、感染対策を講じて実施しました（各小学校４回全20回を計画しましたが、コロナ
のため４回中止、延べ参加人数362人）。

③和児童館が令和４年６月15日に完成し、７月１日に竣工式を実施しました。

④滋野児童館は学校から離れているほか老朽化が進んでいることから、新たな施設を建設
するため、滋野児童館建設検討委員会を２回開催しました。
検討委員（滋野地区）　教育委員、社会教育委員、民生児童委員、主任児童委員、小学校
長、PTA会長、児童館・児童クラブ利用保護者、区長会長、育成会
決定事項
ア　建設場所は旧滋野保育園跡地とする。
イ　市が主導で和児童館の設計を基本に児童館・児童クラブを併設する。
スケジュール予定　令和５年度　実施設計
　　　　　　　　　　　　　令和６年度　工事着工
　　　　　　　　　　　　　令和７年度　開所

B

①児童館及び放課後児童クラブについて、適切な遊びや生活の
場を提供し、継続して実施してまいります。

②異年齢間の交流活動として、令和元年度から実施している放
課後子ども教室「げんき塾」は、東御清翔高校ボランティア部の
生徒、主任児童委員、子ども会育成会など地域の方の協力を得
ながら、各小学校４回全20回実施します。

③滋野児童館建設に向けて設計業者へ設計業務委託を行うと
ともに、建設検討委員会を３回開催して設計書の作成を進めま
す。
検討委員（滋野地区）　教育委員、社会教育委員、民生児童委
員、主任児童委員、小学校長、PTA会長、児童館・児童クラブ利
用保護者、区長会長、育成会

教
育
課

保
育
課

4



基本理念　Ⅱ　共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち
基本目標　１　生涯にわたり健やかに暮らせるまちを目指す
基本施策　１　生涯を通じた健康増進の推進

R2年度 R3年度 R4年度

量の見込み
（人）

215 212 210

実績値
（人）

186 174 168

達成度 87% 82% 80%

量の見込み
（人）

215 212 210

実績値
（人）

184 184 174

達成度 86% 87% 83%

－ － － －

- - - -

- - - -

量の見込みと実績（確保策）の状況
No

項目・施策の展開
（第４章７（48～60頁））

具体的な取り組み
分野別施策

（第4章（36～47頁））
令和４年度の実績

令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

妊婦健診

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把
握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学
的検査を実施する事業です。本市では基本健診14 回分の受診票を交付しており、継続して
実施しました。

乳児家庭全戸訪問事業
概ね生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養
育環境等の把握を行う事業で、継続して実施しました。

－

・妊娠届出のあった妊婦に対し、母子健康手帳、妊婦一般健康診査受診票、妊婦歯周病検
診受診券、産婦健康診査受診票、授乳相談等助成券を発行しました。同時に、保健指導を
行い妊娠出産に対する不安軽減に努めました。
・乳幼児健診において、児の発育・発達の確認や母親の育児支援を実施しました。
・妊産婦及び乳幼児家庭訪問においては、正しい知識の普及に努め、不安等がある場合は
必要なサービスに繋げ、再訪問・面接等をしてフォローを行いました。
・もうすぐママパパ学級や離乳食教室を開催し、妊婦と家族の妊娠・出産・育児・食事・栄養
について正しい知識の習得に努めました。
・産後ケア事業では母体の心身のケアや授乳指導、育児のアドバイスを実施しました。ま
た、相談事業として子育て相談、言語相談、発達相談、精神保健相談を実施しました。

2 切れ目ない支援の充実

関係部署、機関等との
連携による妊娠・出産・
子育てに係る切れ目な
い支援を提供します。

－

・市内助産施設と連携会議や子育て支援課連携会議、保育園との情報共有会議等を開催
しました。妊娠期の母子を支える関係者で定期的に事業検討や連携を図るための話し合
い、乳幼児健診で保護者への遊びや対応等の支援が必要な対象者を子育て支援センター
につなぐ、児の入園に向けての発達課題等に対する支援や対応の必要性について保育園
に引継ぎをしました。

B

・市内助産施設と連携会議、保育園との情報共有会議等を開催
します。妊娠期の母子を支える関係者で定期的に事業検討や連
携を図るための情報共有をします。乳幼児健診で保護者への遊
びや対応等の支援が必要な対象者を子育て支援センターや発
達支援事業につないだり、児の入園に向けての発達課題等に
対する支援や対応の必要性について保育園や幼稚園に引継ぎ
をします。

3
愛着形成の支援と虐待
予防

各事業を通じた児への
愛着形成の促進及び虐
待の未然防止に努めま
す。

－
・乳幼児健診等の母子に関わる全ての場面において、保健師が子どもに発育状況や身体
的異変、養育環境、保護者の言動等を注意深く観察し、虐待に至らないように適宜見守り、
相談、指導、啓発を行っています。

B

・乳幼児健診等の母子に関わる全ての場面において、保健師・
助産師が子どもに発育状況や身体的異変、養育環境、保護者
の言動等を注意深く観察し、虐待に至らないように適宜見守り、
相談、指導、啓発を行っています。リスクがある場合は、子ども
家庭支援課へ情報を提供します。

1 母子の健康増進

（１）妊産婦健診、乳幼
児健診による疾病、障
がい等の早期発見と早
期支援を実施します。

（２）妊産婦及び乳幼児
家庭訪問による保健指
導、出産・子育てに係る
相談を実施します。

（３）両親学級、離乳食
教室等による妊娠・出
産・育児に関する正しい
知識の普及啓発を行い
ます。

（４）産後ケア事業、各
種相談及び心の健康づ
くり講座等により育児に
係る負担と不安の軽減
を図ります。

B

・妊娠届出のあった妊婦に対し、母子健康手帳、妊婦一般健康
診査受診票、妊婦歯周病検診受診券、産婦健康診査受診票、
授乳相談等助成券を発行します。同時に、保健指導を行いま
す。

・乳幼児健診において、児の発育・発達の確認や母親の育児支
援を実施します。

・妊産婦及び乳幼児家庭訪問においては、正しい知識の普及に
努め、不安等がある場合は必要なサービスに繋げ、再訪問・面
接等をします。

・もうすぐママパパ学級や離乳食教室を開催し、妊婦と家族の妊
娠・出産・育児・食事・栄養について正しい知識の普及啓発を行
います。

・産後ケア事業、各種相談及び心の健康づくり講座等により、育
児に係る負担と不安の軽減を図ります。

健
康
保
健
課
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基本理念　Ⅱ　共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち
基本目標　２　誰もが自分らしく暮らせるまちを目指す
基本施策　１　支えあう地域福祉づくりの推進

R2年度 R3年度 R4年度

- - - -

基本理念　Ⅱ　共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち
基本目標　２　誰もが自分らしく暮らせるまちを目指す
基本施策　２　障がい児福祉の充実

R2年度 R3年度 R4年度

- - - -

基本理念　Ⅱ　共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち
基本目標　２　誰もが自分らしく暮らせるまちを目指す
基本施策　３　虐待防止の推進

R2年度 R3年度 R4年度

- - - -

- - - -

量の見込みと実績（確保策）の状況

量の見込みと実績（確保策）の状況

量の見込みと実績（確保策）の状況

No
項目・施策の展開

（第４章７（48～60頁））
具体的な取り組み

分野別施策
（第4章（36～47頁））

令和４年度の実績
令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

1
地域福祉計画に基づく
地域福祉の推進

市民が地域福祉活動に
参加しやすい環境の整
備及び地域福祉意識の
啓発活動を実施しま
す。
（１）災害時支えあい台
帳作成・更新を行いま
す。

－

・区役員、民生児童委員、消防団員が災害時に支援が必要とする要配慮者（高齢者、障が
い者、妊婦等）を選定し、地域の状況を考慮した支援者を決定し台帳作成を行いました。

・自治推進委員会や地域福祉懇談会で災害時支えあい台帳の新規作成・更新の依頼を行
いました。

B
・自治推進委員会や区の長期事業計画ヒアリング等で災害時支
えあい台帳の新規作成・更新の依頼をします。また、区の防災
訓練で台帳を利用した避難訓練の実施を依頼します。

福
祉
課

No
項目・施策の展開

（第４章７（48～60頁））
具体的な取り組み

分野別施策
（第4章（36～47頁））

令和４年度の実績
令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

1 切れ目ない支援の充実

（１）運動発達支援、
SSTなどの障がい児の
力を伸ばす療育支援や
放課後、長期休暇中に
おける居場所の確保を
する支援を柱とし、多岐
にわたる障がい児支援
サービスを提供します。

（２）乳幼児健診、特別
支援学級、ペアレント・ト
レーニング等の充実に
おいて、保健、医療、教
育、労働等との連携を
強化し推進します。

－

（１）放課後等デイサービス※の利用促進
・児童本人や家庭の状況等を勘案し、適切な利用ができるよう調整しました。
※放課後等デイサービス　
学校の授業終了後や学校の休校日に、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交
流の促進などの支援を行うサービス

（２）児童発達支援の利用推進
・児童本人や家庭の状況等を勘案し、適切な利用ができるよう調整しました。
※児童発達支援
就学前の特別な支援の必要な児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識
技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービス

B

（１）放課後等デイサービス事業所との連携を強化し、相談対応
が必要な個々の児童と家庭への関わりを深めます。また、療育
が必要な児童の利用を継続して促進します。

（２）児童発達支援の利用が必要な児童を早期につなげ、支援
会議や個別の相談の中で家庭内での関わり方を含めた相談支
援を提供します。

子
ど
も
家
庭
支
援
課

No
項目・施策の展開

（第４章７（48～60頁））
具体的な取り組み

分野別施策
（第4章（36～47頁））

令和４年度の実績
令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

1
虐待防止の啓発、早期
発見、早期支援

地域での見守り、声が
け体制を構築します。

－
子どもに関する専門相談窓口としての子どもサポートセンターを立ち上げ、地域及び関係機
関からの通報に対し児童相談所と連携して対応しています。

B

・養育支援が必要な家庭に早期に介入し、必要なサービスや相
談等を提供することにより、虐待を防止します。
・各地域の民生児童員・主任児童委員の協力を得るため、子ど
も家庭の現状や子どもサポートセンターの役割について説明し
理解と協力を求めます。
・令和5年度より子ども見守り支援員の研修を行い登録事業を開
始します。

子
ど
も
家
庭
支
援
課2

関係機関との情報共有
と連携強化

（１）東御市虐待等防止
総合対策推進協議会を
開催し、児童相談所、
福祉事業者、警察など
の関係機関との連携強
化を図ります。

（２）相談窓口の周知を
行います。

－

・要保護児童対策地域協議会（要対協）の代表者会、実務者会、個別のケース検討会を開
催し、児童の所属機関との連携強化を図りました。
・関係機関との情報共有を密にして虐待を未然に防ぐために、子育て短期支援事業を活用
し、一時的に児童の養育・保護を行いました。
・虐待啓発並びに相談窓口のポスター・チラシを配布しました。
・市報「とうみ」に虐待防止月間の啓発記事を掲載しました。

B

・要保護児童対策地域協議会（要対協）の代表者会、実務者
会、個別のケース検討会を開催し、児童の所属機関との連携強
化を図ります。
・関係機関との情報共有を密にし、虐待を未然に防ぐために、子
育て短期支援事業等を活用し、家庭の負担を軽減しつつ相談対
応します。
・虐待啓発並びに相談窓口のポスター・チラシを配布し、理解促
進に努めます。
・市報「とうみ」に虐待防止月間の啓発記事を掲載します。
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基本理念　Ⅱ　共に支えあい、みんなが元気に暮らせるまち
基本目標　２　誰もが自分らしく暮らせるまちを目指す
基本施策　４　子どもの貧困対策の推進

R2年度 R3年度 R4年度

- - - -

量の見込みと実績（確保策）の状況
No

項目・施策の展開
（第４章７（48～60頁））

具体的な取り組み
分野別施策

（第4章（36～47頁））
令和４年度の実績

令和4年度
進捗状況
（評価）

令和５年度の取組 担当課

1
子どもの貧困対策の推
進

国、県の動向を注視す
るとともに、市の福祉、
教育等を中心に関係機
関が連携を行うことによ
り、教育の支援、保護
者に対する職業生活の
安定と向上に資するた
めの就労の支援、経済
的な支援等を総合的に
取り組みます。

（１）自立相談支援事業
の推進
（２）家計改善支援事業
の推進
（３）子どもの学習・生活
支援事業の推進
（４）就労準備支援事業
の推進

－

（１）自立相談支援事業の推進
コロナによる影響が落ち着き、新規相談が減少しました。子どものいる生活困窮の相談を世
帯全体の課題として捉え、複合的な課題（就労支援・困窮・家族や地域との関係・子どもの
養育・保護者の精神的なフォロー等）を抱える世帯に寄り添いながら、多機関と連携し総合
的に相談に取り組みました。

（２）家計改善支援事業の推進
子どものいる生活困窮世帯の経済的課題について、限られた収入を有効利用するため、家
計表やキャッシュフロー表を見える化したことにより、適切な家計管理につながりました。ま
た必要に応じ、納税、債務整理、貸付のあっせん、支出減の助言等を行い、家計の経済的
課題の解決に取り組みました。

（３）子どもの学習・生活支援事業の推進
学習支援では、生活困窮世帯の小学生～高校生に対して個別で支援を行ったことにより、
悩みや家庭の状態を話してくれ、リスクの把握や家庭全体への支援を検討することにつな
がりました。また、受験を目的とした利用があり、高校・短大合格につながりました。子どもの
居場所支援（子どもだれでも居場所くるme)では、日常では体験できない遊びのプログラム
に参加することや、スタッフが関わることにより、親が子どもから離れる時間ができることに
より、親子ともにリフレッシュできる機会となりました。

（４）就労準備支援事業の推進
就労による社会的自立を果たすことができるよう、個別・集団によるプログラムを実施ししま
した。プログラムの中で積極的に発言をする等の変化が見られ、自己肯定感の向上につな
がりました。

B

（１）自立相談支援事業の推進
子どもの養育や保護者の精神的なフォロー等の複合的な課題
を抱える子どものいる生活困窮世帯に寄り添いながら、庁内外
の関係機関と連携し、総合的な支援に取り組みます。

（２）家計改善支援事業の推進
家計表やキャッシュフロー表の見える化を継続し、適切な家計
管理を支援します。また必要に応じ、納税、債務整理、貸付の
あっせん、支出減の助言等を継続して実施します。

（３）子どもの学習・生活支援事業の推進
子どもの学習支援では、生活困窮世帯の小学生～高校生に対
して引き続き個別の学習支援を実施します。子どもの居場所支
援（子どもだれでも居場所くるme)では、日常では体験できないカ
ヌー体験や里山遊びなどを実施し、親子の居場所やリフレッシュ
の機会を提供します。

（４）就労準備支援事業の推進
就労による社会的自立を果たすことができるよう、個別・集団に
よるプログラムを引き続き実施します。

福
祉
課
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６　（１）　第２期東御市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況及び令和５年度の取組内容について

令和４年度　子どもサポートセンター相談支援実績（令和4年4月～令和5年3月）

◆　相談種別延相談件数

身

体

的

虐

待

ネ

グ

レ

ク

ト

性

的

虐

待

心

理

的

虐

待

児
童
虐
待
相
談
小
計

そ

の

他

の

相

談

肢

体

不

自

由

相

談

視

聴

覚

障

害

相

談

言

語

発

達

障

害

等

相

談

重

症

心

身

障

害

相

談

知

的

障

害

相

談

発

達

障

害

相

談

ぐ

犯

行

為

等

相

談

触

法

行

為

等

相

談

性

格

行

動

相

談

不

登

校

相

談

適

性

相

談

育

児

・

し

つ

け

相

談

児

童

虐

待

通

告

い

じ

め

相

談

児

童

買

春

等

被

害

相

談

年度（新） 9 8 1 11 29 22 4 0 0 0 1 17 13 0 0 14 12 1 5 23 141 29 0 0

継続 11 4 0 4 19 10 1 0 0 0 1 11 13 0 0 10 4 0 2 3 74 9 0 0

計 20 12 1 15 48 32 5 0 0 0 2 28 26 0 0 24 16 1 7 26 215 38 0 0

　◆　相談種別延対応件数

訪問（年度） 84 41 2 57 184 148 0 0 0 0 1 14 21 0 0 15 32 1 20 7 443

面談（年度） 21 17 0 24 62 57 0 0 0 0 0 9 56 0 0 25 17 0 7 6 239

電話（年度） 73 29 1 77 180 159 15 0 0 0 25 83 136 0 0 56 52 0 23 62 791

その他（年度） 27 8 1 24 60 59 1 0 0 0 2 8 21 0 0 16 9 1 8 4 189

年度（延） 205 95 4 182 486 423 16 0 0 0 28 114 234 0 0 112 110 2 58 79 1662

※1件あたり対応回数 10.1 13.2 3.2 14.0 4.1 9.0 4.7 6.9 2.0 8.3 3.0 7.7 

新規・継続ケース/行動件数（問合せケースを含む）

訪問 面談 電話 その他 計

443 239 791 189 1662

26.7% 14.4% 47.6% 11.4%

通告処理件数 一時保護件数 施設入所件数 会議記録

一時保護件数 施設入所件数 年度

年度 年度 年度

養護相談 障害相談 非行相談 育成相談 （再掲)

行動区分毎件数

年度

通告件数 48時間以内 未安全確認 335

29 29 0 7 2

保

健

相

談

そ

の

他

の

相

談

計

資料１－１
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個別施策：「子育て家庭への包括的かつ継続的な支援」　事務事業：「子どもサポートセンター」の進捗状況について

【評価内容】A：目標以上、B：目標どおり達成した、C：達成したものの課題がある、D、達成できなかった

（評価基準：Ａ：目標達成（100％以上）　Ｂ：ほぼ達成（75～99％）　Ｃ：あまり達成できていない（50～74％）　Ｄ：ほとんど達成できていない（49％以下））

令和4年度 令和5年度

目標値 100% 100%

実績値 100%

評価 A

目標値

実績値

評価

目標値 100%

実績値 100%

評価 A

目標値

実績値

評価

目標値 240,345 240,345

実績値 ―

評価 ―

目標値 ― 200

実績値 ―

評価 ―

目標値 100%

実績値 100%

評価 A

目標値 200

実績値

評価

目標値 100% 100%

実績値 67%

評価 C

目標値

実績値

評価

目標値 ― 50%

実績値 ―

評価 ―

目標値 ― 50%

実績値 ―

評価 ―

目標値 100% 100%

実績値 80%

評価 B

目標値 100% 100%

実績値 75%

評価 B

業績指標

指標の名称とその内容
基本目標 施策 No 事務・事業名 事務・事業の内容

令和４年度の取組内容と結果
（進捗状況）

令和５年度の取組方針

1

　母子保健・児童福
祉一体的相談支援機
関整備事業（ハー
ド）

　子育て支援センター２階を改修
し、子ども家庭支援拠点(児童福
祉）に子育て世代包括支援セン
ター（母子保健）を統合した一体
的相談支援機関を整備します。

①
一体的支援機関の整備
（整備率100％） 　年度末までに母子保健・児童福祉の一

体的相談支援機関設置に係る子育て支援
センター改修工事の実施設計が完了しま
した。

　4月早々に入札・着工し、7月18日から１F子
育て支援センター・すくすく広場の再開と保
育課の業務開始、また2F一体的支援機関とな
子ども家庭支援課の業務が開始できるように
取り組みます。②

2

　母子保健・児童福
祉一体的相談支援機
関整備事業（ソフ
ト）

　子ども家庭支援室と子育て支援
課を統合し、母子保健サービスと
子育て支援施策を一元的にマネジ
メントする体制を構築します。

①
令和5年4月１日付け組織
改正（達成率100％）

　子どもサポートセンター幹事会及び運
営委員会における協議、内部決定を経
て、子ども家庭支援室と子育て支援課を
一つにしていく組織再編の方向性が決定
しました。

　「子ども家庭支援課」の設置により、子ど
もの発達・成長や養育者の課題を早期に発見
して支援につなげる「予防的支援チーム」
と、子どもやその家庭が抱える虐待・養育環
境・障がいなどの困難の解決を図る「対処的
支援チーム」が一体となって、相談・支援体
制を強化します。

②

3
　母子保健・児童福
祉一体的相談支援機
関運営事業

　子育て支援ポータルサイトをリ
ニューアルし、子育て家庭におけ
る養育環境の支援策が確実に妊産
婦、子育て世帯、子どもへ届く広
報機能を確立します。

①
令和3年度PV数（240、
345件）の増（件） ・年度末までに子育て支援ポータルサイ

トのリニューアルが完了したほか、新た
にLINEによるプッシュ型の情報発信機能
と相談ツールを整備しました。

　情報発信機能をさらに高めるため、24時間
365日、AIが子育てに関する問い合わせに答え
るサービス（子育て子育ち支援チャットボッ
ト）の導入に取り組みます。

② LINE登録者数（件）

4
　子育て支援アプリ
“すくすく♡TOMI”
導入事業

　妊婦や子育て世帯の負担の軽減
と利便性の向上を図るため、乳幼
児健診や予防接種などの大切な情
報をアプリを通じて素早く届ける
仕組みを導入します。

①
アプリ導入環境の整備率
（100％）

・年度末までに母子手帳アプリの導入環
境を整えました

　妊娠届のあったすべての妊婦にアプリ導入
を勧奨するとともに、必要な情報をタイム
リーに届けられるようにします。

②
妊娠届があった妊婦等の
アプリ登録数（人）

（２）子育ちリス
クの早期発見と
プッシュ型支援の
推進

1
　子育て支援おしゃ
べり会「すくすく
ハッピー」

　１歳児の育児に何らかの困りご
とを抱える保護者を対象に、臨床
心理士の奥田健次先生を講師に迎
え、子どもと適切な関係性を築く
ための基本的な方法を座談会形式
で学びます。

①
１歳児をもつ子育て家庭
の参加率（R4：定員10
人、R5：定員20人）

　8月、9月、10月に計３回、全体で30世
帯の参加を目標に開催しましたが、会場
の確保が難しく、十分な周知期間が確保
できなかったため、22世帯の参加にとど
まりました。

　乳児健診時での周知と参加勧奨を強化しま
す。また、子育てに何らかの困り事を抱える
世帯に対しては、アウトリーチ型の訪問やサ
ロン型の「一歳のお誕生会」などの多様な手
法によりアプローチを行い、参加につなげま
す。

②

（３）健全な親子
関係を形成するた
めの支援の推進

1
保護者支援臨時特例
事業（令和5年度
～）

　保護者が子どもとの適切な関わ
り方を学び、子どもと向き合える
環境を整えるため、親子の関係性
や発達に応じた子どもとの関わり
方を学ぶためのペアレント・ト
レーニングを実施します。

①
親子関係の形成が特に必
要な就学前対象世帯の参
加率（％）

　次年度から実施できるよう、ペアレン
ト・トレーニング指導にあたる専門職の
養成と確保、年間カリキュラムの日程調
整など、実施にあたっての準備に取り組
みました。

　発達障がいの診断又は疑いのある就学前の
子どもをもつ家庭42世帯と就学後の子どもを
持つ家庭57世帯を対象に、10月5日から1クー
ル8回のペアレント・トレーニングに取り組み
ます。②

親子関係の形成が特に必
要な就学後対象世帯の参
加率（％）

２　不適
応・不登校
要因の的確
な把握と早
期支援

（１）家庭環境を
整えるためのアウ
トリーチ型支援の
推進

1
子育て世帯訪問支援
臨時特例事業

　教育委員会と連携し、家庭環境
を要因に不登校や登校渋りが生じ
ている子どもを把握し、それら家
庭における養育環境を整えるため
に、訪問支援員を派遣して家事・
育児支援を実施します。

①
対象家庭への訪問支援達
成率（R4：10世帯、R5：
11世帯）

　事業の実施にあたり、訪問支援事業者
を広く募りましたが、人材確保の難しさ
から１事業者のみであったため、必要な
サービス供給量を確保することができま
せんでした。

　事業の委託先の拡大を図り、ニーズに応じ
たサービス供給量の確保を図ります。
　また、特定妊婦や0歳から育児不安や養育力
の低い家庭への育児支援・家事支援にも取り
組みます。②

家庭環境を背景に不登校
にあった児童生徒の改善
率（R4：4人、R5：5人）

１　待ちの
支援から予
防的に関わ
る支援の充
実

（1）子どもサポー
トセンターにおけ
る窓口機能の強化

資料１－２
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個別施策：「子育て家庭への包括的かつ継続的な支援」　事務事業：「子どもサポートセンター」の進捗状況について

【評価内容】A：目標以上、B：目標どおり達成した、C：達成したものの課題がある、D、達成できなかった

（評価基準：Ａ：目標達成（100％以上）　Ｂ：ほぼ達成（75～99％）　Ｃ：あまり達成できていない（50～74％）　Ｄ：ほとんど達成できていない（49％以下））

令和4年度 令和5年度

業績指標

指標の名称とその内容
基本目標 施策 No 事務・事業名 事務・事業の内容

令和４年度の取組内容と結果
（進捗状況）

令和５年度の取組方針

資料１－２

目標値 100% 100%

実績値 97%

評価 A

目標値 100% 100%

実績値 67%

評価 C

目標値 ― 90%

実績値 ―

評価 ―

目標値 100% 100%

実績値 100%

評価 A

目標値

実績値

評価

目標値 100% 100%

実績値 60%

評価 C

目標値

実績値

評価

目標値 ― 20

実績値 ―

評価 ―

目標値

実績値

評価

①
居場所実施率（R４：32
回、R5：48回）

②
対象児童の参加率
（R4:480人、R5：720
人）

③
利用満足度（アンケート
調査「満足」「やや満
足」の割合）

2
子どもの居場所づく
り事業（子ども第三
の居場所開設事業）

　貧困をはじめ、様々な課題を抱
える子どもと家庭が孤独・孤立に
陥ることのないよう、子ども食堂
や学習支援などを行う常設型の子
どもの居場所づくりに取り組みま
す。

①
子ども第三の居場所の整
備（整備率：100％）

　年度末までに子ども第三の居場所建設
工事に係る実施設計が完了しました。

　本年5月までに開設・運営計画（別紙１）を
明らかにするとともに、計画に沿って年度末
までに施設を整備します。

②

3
子どもの居場所づく
り補助事業

　様々な困難に直面している子ど
もと家庭の孤立を防ぎ、子どもの
健全な育ちを支援するため、子ど
もの居場所づくりに取り組む市民
活動団体を支援します。

①
市民活動団体による居場
所の開設割合（R4：5団
体、R5：5団体）

　子どもにとって身近な地域に多くの居
場所ができるよう、市民活動団体の支援
を目的とした補助金制度を創設しました
が、充分に浸透を図ることができません
でした。

　地域づくり支援室や社会福祉協議会などの
関係機関と連携を図り、居場所づくりに興味
をもっている市民活動団体を把握するととも
に、事業の立ち上げを支援していきます。

②

4
支援対象児童等見守
り支援強化事業

　子育て支援サポーター養成講座
修了者を中心とする地域人材を
「見守り支援員」へ登録し、子育
て家庭のニーズに応じ、子どもの
見守りや保護者の話し相手といっ
た活動に取り組み、子どもと家庭
を支えます。

①
「見守り支援員」登録者
数（人）

―

　子育てを地域全体で支える仕組みとして、
「見守り支援員」制度を9月末までに創設でき
るよう人材バンクの仕組みづくりに取り組む
とともに、多くの地域人材に参加協力を得ら
れるよう、事業説明会や研修会を開催しま
す。

②

３　地域全
体で支える
子どもと子
育て改定の
居場所づく
り

（１）人とつなが
る安心・安全な居
場所の提供、地域
の居場所づくり活
動の推進

1
子どもの居場所づく
り事業（委託）

　貧困をはじめ、様々な課題を抱
える子どもと家庭が孤独・孤立に
陥ることのないよう、子ども食堂
や学習支援などを行う子どもの居
場所づくりを委託して実施しま
す。

　コロナ禍の影響もあり、参加者数は目
標を下回りましたが、参加児童は当初と
比べコミュニケーション力の向上に関し
て明らかに変化が見られるようになりま
した。また、親の参加も勧奨したことに
より、日常生活の困りごとについて気軽
に相談できるi居場所としての認知を得
ることができました。

　参加している子どもや親を対象にアンケー
トをとり、求めるニーズを捉えたうえでプロ
グラムづくりに反映します。
　また、支援スタッフの充実を図るため、新
たな取り組みとして官民協働の「見守り支援
員」制度の創設に向け検討していきます。
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東 御 市 子 ど も 第 三 の 居 場 所 開 設 ・ 運 営 計 画

東御市健康福祉部 子ども家庭支援課
１ 目的

２ 基本方針

３ 施設概要

４ 開設計画

５ 運営計画

生活や学習等の環境をはじめ、様々な困難を抱える子どもを支援するため、子どもが安心して過ごせる“家

でも学校でもない第三の居場所”を提供することにより、子どもたちが様々な人とつながり、ふれあい、社

会性や豊かな人間性を育み、将来の自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身につけられるようにする

ことを目的とします。

u 子どもたちの“生きる力”を育むため、地域の大人や異年齢の友人との交流を通じて“人と関わること

の喜び”を高める「時間」をつくるとともに、自主的・主体的な遊びや生活体験ができる「空間」をつ

くります。

u 子どもたちに、“人と人とのつながりの大切さ”や“相手の気持ちを思いやることの尊さ”への気づきを

促し、多様性を許容できる育ちを支えます。

実施内容 期日等

子ども第三の居場所建設工事補正予算（案）上程 令和 5年 6月定例会

建設工事入札公告 令和 5年 7月 3日

建設工事入札 令和 5年 7月 20 日

工事請負契約締結・着工 令和 5年 7月 21 日

子ども第三の居場所設置条例（案）上程 令和 5年 12月定例会

竣工 令和 6年 2月 29 日

施設見学会 令和 6年 3月 18 日（土）～25日（土）

u 運営方針：子どもたちが抱く“居たい”“行きたい”“やってみたい”を叶え、安心して過ごせるように

するとともに、“生きる力”を育むために、自己肯定感や人や社会とかかわる力を高める取り

組みを核として生活習慣の形成と学習を支援します。

u 対 象：家庭環境に課題を抱える子ども、学校になじめない子ども、発達に特性のある子どもを対象

とします。（主に小学校低学年の児童）

u 定 員：25 名以内

u 運営体制：委託により実施する。委託にあたっては、目的達成のため、幅広い知識・経験を有する事業

者からの提案を受ける「公募型プロポーザル方式」によって受託者を決定します。

u 契約期間：契約締結の日から令和 9年 3月 31 日（3年間）

u 実施計画：

実施内容 期日等

債務負担行為に係る議案の上程 令和 5年 6月定例会

【公募型プロポーザル方式】

①公募開始 令和 5年 8月 1日（火）

②事前説明会の開催 令和 5年 8月 4日（金）午後 1：30～市役所 2F 全員協議会室

③質問の〆切 令和 5年 8月 8日（火）

④質問に対する回答 令和 5年 8月 10 日（木）

⑤参加意向申込書受付〆切 令和 5年 8月 10 日（木）

⑥企画提案書の提出〆切 令和 5年 8月 23 日（水）

⑦プレゼンテーションの実施 令和 5年 8月 30 日（水）市役所２F第２委員会室

⑦審査結果通知 令和 5年 8月 31 日（木）

⑨契約締結 令和 5年 9月 25 日（月）

運営準備 契約締結日～令和 6年 3月 31 日

u 施設名称：東御市子ども第三の居場所「ゆめぽけっと」（仮称）

u 場 所：東御市県 112-4（田中小学校敷地 中間教室北側）

u 構 造：木造 2階建 189.63 ㎡（延床面積）

u 施設概要：１F活動室（体験・レクリエーション・学習スペース）２F活動室（ひとりの時間スペース）

相談室、キッチン、浴室、トイレ、スタッフステーション（事務室・静養室）

u 開設日時：月曜日～金曜日 午後 1時～午後 8時

u 施設図面：

u

平面図（1階）：154.85㎡ 平面図（2階）：34.78㎡

立面図

資料１－２別紙
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